
出版助成金 募集要項 

 

慶應SFC学会では、下記に示す区分の刊行物を出版／出版助成しています。 

 

【出版】 

a) リサーチモノグラフ 

b) リサーチメモ 

c) 研究会優秀論文 

d) 優秀修士論文 

e) 博士論文 

f) 教員の推薦による学生の論文 

【出版助成】 

g) 博士論文出版助成 

詳細につきましては「出版区分」をご覧ください。 

 

■出版区分 

a) リサーチモノグラフ 

教員または大学院生個人またはグループによる研究報告論文 

執筆者以外の研究者2名の査読が必要 

 

b) リサーチメモ 

教員または教員を代表とする研究グループによる研究報告 

論文集、研究会による研究成果報告書 

リサーチメモでの研究代表者は厳選した論文の研究内容と執筆者の位置付けを明記する 

査読は不要だが、審査会による承認が必要 

〔注意〕研究会報告は各研究会の自費で発行またはウェブなどで公表する。発行依頼者は内

容の優れた点をより鮮明にして、厳選する。学会への依頼は最終的手段と位置付けること。 

 

c) 研究会優秀論文 

研究会に所属し、とくに優秀と認められた学部学生による研究報告論文 

研究会担当教員による推薦が必要(1研究会につき各学期1点) 

研究会の指導教員が内容に対して責任を持ち、刊行物に監修者としての立場を明記する 

査読は不要だが、審査会による承認が必要 

 

d) 優秀修士論文 

修士課程大学院生個人による執筆 

修士論文主査による推薦が必要 



査読は不要だが、審査会による承認が必要 

 

e) 博士論文 

個人であり、博士課程在学大学院生または同卒業生による執筆 

博士論文主査による推薦が必要 

査読は不要だが、審査会による承認が必要 

 

f) 教員の推薦による学生の論文 

学部・大学院生およびそのグループ執筆の論文(優秀「卒業論文」含む) 

研究指導もしくは研究内容について審査できる教員による推薦が必要 

研究指導教員は内容に対して責任を持ち、刊行物に監修者としての立場を明記する 

査読は不要だが、審査会による承認が必要 

 

g) 博士論文出版助成 

個人であり、湘南藤沢キャンパスにおいて、博士号を取得後3年以内の会員あるいは、取得

後3年以内で会員だった者による執筆 

博士論文主査による推薦と、出版社からの書籍出版証明書が必要 

審査会による承認が必要 

納本をもって助成を実施する 

 

※c,d,e,fにつきましては、論文の初ページ(とびらページ)に、「推薦のことば」として推薦

理由および推薦者の所属、氏名を掲載いたしますので、原稿に添付してご提出ください。 

※出版区分についての詳細は、刊行規程にて掲載しておりますので、ご参考ください。 

 

■経費・配布・出版までの流れ (aからf) 

・経費 

経費は原則として学会負担です。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、

または規定部数を超える場合は、見積り額に応じて、その差額分を徴収させていただきま

す。 原稿ページ数の多いもの、カラーページがあるものは、紙媒体での出版ではなく、CD

－ROM出版となる場合もあります。また、全ての出版区分に対し申請件数に枠がございます

ので、予めご了承ください。 

・配布 

出版物は、著者受取分（申請者分含む）として、原則として40部お渡しいたします。残部数

は、本館１階の一般出版物コーナーにて、教員及び学生会員の方に配布いたします。なお、

著者受取分として40部以上を必要とされる場合は、申請時に事務局までご相談ください。 

・出版までの流れ 

① 「申請書(WORD)」「原稿(PDF)」を慶應SFC学会事務局(gakkai@sfc.keio.ac.jp)までご提



出ください。 

② 審査または査読（審査は2週間程度、査読は3ヶ月程度） 

③ 著者へ審査結果の通知 

④ 印刷会社へ入稿、表紙の打ち合わせ、推薦文・奥付等の確認 

⑤ 出版 (印刷は2週間程度) 

※発行をお急ぎの場合は、事前に事務局までご相談ください。 

 

■博士論文出版助成(g)の経費について 

・申請 

申請書(WORD)、原稿(PDF)を慶應SFC学会事務局(gakkai@sfc.keio.ac.jp)までご提出くださ

い。 

 

・経費 

出版経費のうち、1件30万円を限度に慶應SFC学会より補助いたします。博士論文の出版助成

については、出版刊行物規程中の「博士論文出版助成規程」を参照してください。なお、精

算は原則として納本後に行います。 

 

・著作権について (出版助成刊行規程一部抜粋)  

 

第11条 

著作権は、著者が保有する。 

 

第12条 

慶應SFC学会は、第2条 (１)から(６)に規定するすべての出版物、およびそれらを公表する

目的で作成する印刷物・電子媒体・電子コンテンツの編集著作権および出版権を保有する。

電子コンテンツはインターネットを介して公表される。 

 

■その他 

いずれも、常時申請を受け付けますが、申請件数の枠内を超えた時点で、〆切りのお知しら

せを致します。 

いずれの出版助成にも、一般出版物審査委員会の承認が必要です。 

部数、装丁、頁数等については、できるだけご相談に応じる方針ですので、奮ってご応募く

ださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

ご不明な点は慶應SFC学会事務局(gakkai@sfc.keio.ac.jp)までお問い合わせください。 

 

以上 


